
専門家に聞く

不
動
産
実
務
の

ど
う
す
る
？

困
りごと

不動産実務の
どうする？ 困りごと 専門

家に聞く

新連載
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る
場
合
、
売
買
代
金
や
賃
料
の
支
払
い
の
際

に
支
払
者
に
源
泉
徴
収
義
務
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
（
売
買
：
10
％
＋
復
興
特
別
所
得

税
、
賃
貸
：
20
％
＋
復
興
特
別
所
得
税
）。

　
た
だ
し
、
買
い
主
や
借
り
主
が
本
人
、
ま

た
は
親
族
の
居
住
用
で
あ
る
場
合
（
譲
渡
の

場
合
対
価
が
１
億
円
以
下
）
は
源
泉
徴
収
義

務
が
あ
り
ま
せ
ん
。
源
泉
所
得
税
は
翌
月
10

日
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
非
居

住
者
は
確
定
申
告
に
て
精
算
し
ま
す
。

⒉�【
外
為
法
】

 �

帰
国
後
・
入
国
後
６
ヵ
月
経
っ
た
？

　
外
為
法
で
は
、
２
年
以
上
外
国
に
滞
在
す

る
目
的
で
出
国
、
外
国
に
滞
在
し
、
帰
国
・

入
国
後
６
ヵ
月
未
満
の
方
を
非
居
住
者
と
定

め
て
い
ま
す
。

　
非
居
住
者
が
不
動
産
を
取
得
す
る
場
合
、

日
本
銀
行
（
以
下
、「
日
銀
」）
を
経
由
し
て

財
務
大
臣
に
報
告
書
を
取
得
の
日
か
ら
20
日

以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
令

和
8
年
4
月
以
降
は
目
的
を
問
わ
ず
取
得
の

報
告
対
象
と
な
り
ま
し
た
が
、
本
人
ま
た
は

親
族
、
使
用
人
の
居
住
用
、
当
該
非
居
住
者

の
事
務
所
、
非
営
利
目
的
の
業
務
用
の
権
利

の
取
得
の
場
合
は
報
告
不
要
で
す
。

（
外
為
法
）
に
お
け
る
非
居
住
者
の
定
め
の

違
い
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

⒈�【
所
得
税
法
】

 

１
年
以
上「
居
所
」が
あ
る
か
？

　
所
得
税
法
で
は
、
国
内
に
「
住
所
」
が
あ

る
、
ま
た
は
現
在
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上

「
居
所
」
が
あ
る
個
人
が
居
住
者
で
、
居
住

者
以
外
の
個
人
が
非
居
住
者
と
な
り
ま
す
。

「
住
所
」
は
「
個
人
の
生
活
の
本
拠
」
の
こ

と
で
、「
生
活
の
本
拠
」
か
ど
う
か
は
「
客

観
的
事
実
に
よ
っ
て
判
定
す
る
」
こ
と
に
な

り
ま
す
。
法
人
は
本
店
ま
た
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
に
よ
り
内
国
法
人
ま
た
は
外
国

法
人
の
判
定
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
売
買
契
約
や
賃
貸

契
約
で
売
り
主
や
貸
し
主
が
非
居
住
者
で
あ

隊
・
米
軍
基
地
周
辺
な
ど
の
重
要
な
土
地
の

取
得
は
安
全
保
障
の
問
題
も
あ
る
こ
と
な
ど

か
ら
規
制
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
外
国
人
だ
け
で
な
く
日
本
人
の
多

く
が
海
外
に
出
国
し
て
お
り
、
ま
た
、
日
本

国
内
で
就
労
で
き
る
高
度
専
門
職
や
経
営
・

管
理
等
の
在
留
資
格
を
持
つ
外
国
人
も
日
本

に
は
多
く
住
ん
で
い
ま
す
が
、「
非
居
住
者
」

と
「
居
住
者
」
に
は
明
確
な
違
い
が
あ
り
、

正
し
い
理
解
が
必
要
で
す
。

　
今
回
は
、
売
却
時
の
注
意
点
を
中
心
に
、

所
得
税
法
と
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法

　
ま
た
、
居
住
者
と
非
居
住
者
間
で
の
３
０

０
０
万
円
を
超
え
る
支
払
い
に
つ
い
て
も
報

告
義
務
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
報
告
義

務
は
居
住
者
に
あ
り
、
支
払
い
（
銀
行
を
経

由
し
た
送
金
）
を
行
な
っ
た
日
か
ら
10
日
以

内
に
銀
行
に
報
告
書
を
提
出
、
銀
行
は
受
け

取
っ
た
日
か
ら
10
営
業
日
以
内
に
日
銀
経
由

で
財
務
大
臣
に
提
出
し
ま
す
。
銀
行
経
由
で

な
い
場
合
は
直
接
日
銀
に
提
出
し
ま
す
。

⒊ �

非
居
住
者
同
士
の
取
引
は

ど
う
な
る
？

　
所
得
税
法
の
源
泉
徴
収
義
務
は
支
払
い
時

に
課
税
を
一
旦
完
結
さ
せ
る
こ
と
、
外
為
法

の
報
告
義
務
は
国
境
を
超
え
る
取
引
を
把
握

す
る
こ
と
、
が
目
的
で
す
。

　
非
居
住
者
が
国
内
に
所
有
す
る
投
資
用
不

動
産
を
非
居
住
者
に
売
却
し
た
場
合
、
国
内

の
不
動
産
の
売
却
で
あ
れ
ば
国
内
源
泉
所
得

が
発
生
し
ま
す
。
よ
っ
て
買
い
主
で
あ
る
非

居
住
者
に
源
泉
徴
収
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

所
得
税
法
で
は
「
住
所
ま
た
は
１
年
以
上
居

所
」
と
の
定
め
が
あ
り
ま
す
が
、
１
年
経
過

し
て
い
な
く
と
も
勤
務
先
と
の
契
約
で
１
年

以
上
居
住
が
明
ら
か
な
場
合
な
ど
実
態
に
即

し
た
対
応
が
な
さ
れ
ま
す
。
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不
動
産
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
事
業

者
と
、
士
業
等
の
各
種
専
門
家
を
会
員
（
登
録

専
門
家
）
に
擁
し
、
国
内
の
個
人
・
法
人
の
不

動
産
プ
レ
イ
ヤ
ー
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
開
催
等
の

支
援
活
動
を
通
じ
て
、
不
動
産
ビ
ジ
ネ
ス
の
活

性
化
お
よ
び
健
全
な
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を

目
的
に
活
動
し
て
い
る
。
２
０
１
４
年
10
月
設

立
、
会
員
数
66
名
（
26
年
3
月
時
点
）。

（
一
社
）不
動
産
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
家
協
会

何
に
注
意
？ 

非
居
住
者
と
の
取
引

　
外
国
人
の
不
動
産
取
得
は
、
不
動
産
の
価

格
高
騰
の
一
因
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
衛

　
昨
今
、
外
国
人
に
よ
る
日
本
国
内
の

不
動
産
取
得
が
盛
ん
と
な
り
、
そ
の
規

制
が
話
題
に
上
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　
宅
建
業
者
の
方
は
、
外
国
人
の
不
動

産
取
引
に
関
わ
る
中
で
、
気
を
付
け
る

べ
き
ポ
イ
ン
ト
に
悩
ま
れ
る
こ
と
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Vol
01

　不動産実務を行なう中で困ったり、悩んだりすることもあるかと思います。
今回から、実務で遭遇しがちな問題への対応法・解決のポイント等について

（一社）不動産ビジネス専門家協会の方に解説していただきます【編集部】

〈
執
筆
〉松
橋 

輝
彦（
ま
つ
は
し
・
て
る
ひ
こ
）

宅
地
建
物
取
引
士
、
不
動
産
Ｆ
Ｐ
。
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
買
仲
介

を
は
じ
め
、
不
動
産
Ｆ
Ｐ
と
し
て
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
面
か
ら
不
動

産
売
買
・
賃
貸
の
サ
ポ
ー
ト
や
物
件
調
査
に
も
携
わ
る
。
千
年

建
設
㈱
所
属
。

　
一
方
、
外
為
法
で
も
入
国
後
６
ヵ
月
以
上

経
過
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
６
ヵ
月
未
満
で

も
国
内
に
勤
務
の
場
合
は
居
住
者
と
み
な
さ

れ
ま
す
。

　
非
居
住
者
間
の
売
買
は
、
令
和
8
年
4
月

以
降
は
取
得
の
報
告
が
必
要
に
な
り
ま
し

た
。
居
住
者
か
ら
海
外
に
い
る
居
住
者
へ
の

送
金
は
国
境
を
越
え
ま
す
の
で
、
報
告
義
務

が
あ
り
ま
す
。

⒋� 

国
内
の
生
活
実
態
の

　

 

把
握
が
大
切

　

所
得
税
法
、
外
為
法
と
も
に
期
間
（
住

所
・
居
所
の
あ
る
期
間
、
入
国
し
て
経
過
し

た
期
間
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
併
せ

て
国
内
に
職
業
を
有
す
る
こ
と
が
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
の
で
、
国
内
で
の
生
活

の
実
態
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
居
住
用
の
特
例
は
「
居
住
者
」「
非
居
住

者
」
と
も
に
適
用
可
能
で
す
か
ら
、
顧
客
が

取
得
し
た
不
動
産
が
居
住
用
の
特
例
の
要
件

を
満
た
す
な
ら
特
例
適
用
が
あ
る
旨
は
伝
え

て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。


